
 国内競技規則 改正  

＜新旧対照表＞ 

※下線部分：変更箇所 

改正後 現行規定 

１～４－１３ （略） 

４－１４ 参加申込書の内容     

参加申込書は次の内容を含む。 

１）～３）（略） 

４）競技参加者、競技運転者、同乗者お

よびピット要員が１８歳未満である

ときは、当人の親または保護者の同意

の署名。 

５）～６）（略）

４－１５ 競技参加者、競技運転者、同

乗者およびピット要員の誓約文への署名

１）～２）（略） 

３）前項１）および２）に規定する誓約

文については、１８歳未満の参加申込者

の場合は、当人の親または保護者が連記

署名しなければならない。 

４－１６～１４－４（略） 

１４－５ 本規則の発効日 

本規則はＦＩＡ国際競技規則第１条８項

に基づき、２０２２年４月１日より施行

する。 

１～４－１３ （略） 

４－１４ 参加申込書の内容      

参加申込書は次の内容を含む。 

１）～３）（略） 

４）競技参加者、競技運転者、同乗者お

よびピット要員が２０歳未満である

ときは、当人の親または保護者の同意

の署名。 

５）～６）（略）

４－１５ 競技参加者、競技運転者、同

乗者およびピット要員の誓約文への署名

１）～２）（略） 

３）前項１）および２）に規定する誓約

文については、２０歳未満の参加申込者

の場合は、当人の親または保護者が連記

署名しなければならない。 

４－１６～１４－４（略） 

１４－５ 本規則の発効日 

本規則はＦＩＡ国際競技規則第１条８

項に基づき、２０２２年１月１日より施

行する。 




